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●相談可能日　月曜日から金曜日 
 （土日・祝日及び年末年始を除く） 
●受付時間　午前9時から午後5時 
 （正午から午後1時を除く） 
● 4月1日より下野市消費生活センターの
　開所時間が変更になりました。　　　　
　　　　　　　 
 
受け付けしています。不安な日々 の生活か
ら一歩ふみだしてみましょう。 
※栃木県消費生活センターでは土曜日に電
話相談のみ相談可能です。 
●受付時間　午前9時から午後5時 
栃木県消費生活センターが 4月1日より栃
木県庁本館7階南（くらし安全安心課内）
へ移転しました。新しい電話番号は 
028-625-2227です。 

多 重 債 務 相 談 

タレント・モデル事務所登録後のキャンセル！　 
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給
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所
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タレント・モデルの登録後に解約
を申し出たところ、レッスン料や撮
影料の返金に応じない業者がいます。
タレント・オーディションに合格後、
必要経費を支払い、登録期間中、

1年間は支払った費用の返金はな
いようです。 

また、中途解約の場合、撮影キャンセル料として直
接業者へ支払うよう指示され、中途解約申出を受けら
れない。さらに追加支払の要求をされるといった内容
です。 
これらの業者は、当初の説明の際にレッスン料を負
担させ、仕事量によるギャラを示して私たちを誘引して
きます。 
毅然とした対応を日々 、心がけ生活しましょう。 
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